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　１月 23日（月）から役場庁舎の各部署への直通電話（ダイヤルイン）を導入します。これにより、直接用件
のある担当部署に電話をかけられるようになります。今までどおり代表電話（0585-22-2111）にもお電話い
ただけます。問い合せ先が不明な場合や閉庁時には、代表電話番号におかけください。
　直通電話の導入に伴い、１月 21日（土）に電話工事を行うため、この日は一部の時間帯（９時頃予定）で役
場への電話が不通となります。ご理解とご協力をお願いします。

【お問い合せ】 揖斐川町役場財政課　℡22-2111（内線131）

役場の各部署への直通電話（ダイヤルイン）を導入します役場の各部署への直通電話（ダイヤルイン）を導入します

部署名 直通番号 主な業務内容

総
務
部

政策広報課 22-2112 政策調整、ふるさと寄附金、広報、はなももバス・ふれあいバス、過疎対策、
統計、婚活支援、空き家バンクなど

デジタル推進室 22-6871 自治体のデジタル化推進、社会保障・税番号制度など

総務課 22-2113 消防、防災、防犯、交通安全、人事、選挙管理委員会など

財政課 22-2114 入札、契約、財産管理、予算編成、財政運営など

土地施設
総合管理室 22-6851 町有土地施設の利活用・除却、普通財産など

税務課 22-2115 各種税証明、町民税、軽自動車税、固定資産、確定申告など

住
民
福
祉
部

住民生活課 22-2786 戸籍、住民票、印鑑証明、国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療、
マイナンバーカードなど

環境係 22-2788 ごみの分別、不法投棄、犬の登録や狂犬病予防注射、犬猫の火葬、資源回収、
道路上の動物の死体処理など

健康福祉課 22-2790 障害者手帳、障害者サービス、戦没者特別弔慰金、生活保護、心配ごと相談、
法律相談、長寿者褒賞、ＤＶなど

地域包括支援
センター 23-1341 高齢者支援、介護予防、介護相談、認知症施策

子育て支援課 22-2791 児童手当、幼児園、子育て支援センター、児童虐待等の相談、留守家庭
児童教室、チャイルドシート貸出など

産
業
建
設
部

建設課 22-2801 町営住宅、官民境界、建築確認、河川・道路・橋梁の管理、木造住宅耐
震診断など

上下水道課 22-2805 上水道、簡易水道、水道料金、水質検査、公共下水道など

農林振興課 22-2809 林道、農道、治山、土地改良、農業振興、水産業振興など

森林経営管理室 22-2810 鳥獣被害防止、林業振興、森林管理、森林災害事業、ジビエなど

商工観光課 22-2814 商工業の振興、企業誘致、消費者行政、観光情報提供など

会計課 22-1750 税金等の支払、役場からの振込、源泉徴収票の発行など

町議会 議会事務局 22-6881 町議会関係

教
育
委
員
会

学校教育課 23-0115 教育行政、町立学校管理、スクールバス、就学支援など

社会教育課 23-0124 生涯学習の推進、青少年育成、伝統芸能、スポーツ振興など

マラソン事務局 23-0117 いびがわマラソン

揖斐川町役場　直通電話番号一覧（市外局番0585）　　　　　　　　　　　令和5年１月23日運用開始
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　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、原油価格の高騰等に直面する子育て世帯を支援する
ため、18歳までの児童を養育する支給対象者の方に対し、子育て世帯負担軽減給付金を支給します。

●支給対象者
　�次のいずれかに該当する方（ただし、令和４年 10月 31日時点で揖斐川町内に住所を有していること）
　①令和４年 11月分の児童手当受給者（特例給付の受給者や所得上限を超過している方は含みません）
　②�令和４年 10月 31日時点で高校生等（平成 16年 4月 2日～平成 19年 4月 1日生まれ）の児童の
主たる養育者（所得が児童手当の所得制限限度額未満の場合）

●給付額　　支給対象者 1人につき３万円（うち１万５千円は岐阜県の制度に基づく支給分です）

●支給手続き
　・�支給対象者①に該当する方で、その児童手当を揖斐川町から受給した方は、原則申請不要です。
　　⇒新たに 11月分の児童手当の対象になった場合には、役場子育て支援課へお申し出ください。
　・上記以外の方（公務員の方、高校生のみを養育している方など）は申請が必要です。

※�申請様式は、揖斐川町ホームページよりダウンロードしていただくか、役場子育て支援課窓口に備えつ
けてあります。

●申請受付期限　　令和５年１月 31日（火）まで　※子育て支援課必着

●お問い合せ
（制度概要について）岐阜県健康福祉部　子ども・女性局子育て支援課　子育て世帯負担軽減給付金担当
　　　　　　　　　 ℡ 058-272-1111（内線 3316、3317、4770）　受付時間：平日 8:30 ～ 17:15
（個別の相談・お問い合せ）揖斐川町役場子育て支援課　℡22-2111（内線242）　受付時間：平日8:30～ 17:15

子育て世帯負担軽減給付金について

　電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対し、
１世帯当たり５万円を支給します。

●支給対象者
　①世帯全員の令和 4年度「住民税均等割が非課税」である世帯
　②�予期せず令和４年1月から令和４年12月の収入が減少し「住民税非課税相当」の収入となった世帯（家
計急変世帯）

　※�①、②ともに住民税均等割が課税されている人に扶養されている人のみで構成される世帯は対象とな
りません。

●給付額　　１世帯あたり５万円

●支給手続き
　①について　�対象と思われる世帯には町から申請書類を送付しています。必要事項を記入の上ご返送く

ださい。なお、令和４年１月２日以降に転入された方を含む世帯や未申告者を含む世帯等
については別途申請が必要な場合があります。

　②について　申請が必要です。詳しくは揖斐川町ホームページをご覧ください。

●申請受付期限　　令和５年１月 31日（火）まで　※政策広報課必着

●お問い合せ
　・内閣府コールセンター　℡ 0120-526-145　受付時間：平日 9:00 ～ 20:00
　　（土日祝、12/29 ～ 1/3 を除く）
　・揖斐川町役場政策広報課�℡ 22-2111　受付時間：平日 8:30 ～ 17:15
　　（土日祝、12/29 ～ 1/3 を除く）

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について
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大垣税務署からのお知らせ

●確定申告は、スマホやご自宅のパソコンを利用したe-Taxが便利です。
　令和４年１月からスマホのカメラ機能を利用した源泉徴収票の読み取り機能や２次元バーコード認
証によるe-Tax送信が可能となったことに加え、令和５年１月以降、マイナポータル連携対象データ
がさらに拡大され、また、マイナンバーカードによる認証回数が削減されるなど、自宅等からの
e-Taxを利用した申告を行うツールがより一層充実しました。
　確定申告会場は大変混雑しますので、新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点からも、確定申
告会場には出向かず、安心・安全な自宅からのe-Taxをご利用ください。

●確定申告期間前の申告相談
　次表のとおり、申告所得税等の申告相談を行います。
　また、次表とは別に、公的年金を受給されている方を対象とした確定申告説明会および住宅借入金
等特別控除に関する確定申告説明会を開催します。

●令和４年分の確定申告会場を、次のとおり開設します。
○�会場への入場には、混雑緩和のため、「入場整理券」が必要です。「入場整理券」は、申告会場１階
での当日配付、または、LINEアプリを使ったオンラインでの事前発行の二通りで配付します。
　なお、入場整理券の配付状況に応じ、後日の来場をお願いすることがあります。

期　間 開設時間 会　場
令和５年
２月16日(木) ～３月15日（水）
（土・日、祝日を除く)

９時～ 17時 大垣市民会館３階
(大垣市新田町１丁目２番地)

※�昨年までの申告会場（大垣市情報工房）から変更しています。
※�上記期間中は、大垣税務署内では申告相談を行いません。
※�大垣市民会館への電話によるお問い合せはご遠慮ください。
　確定申告会場では、基本的にご自身のスマホで申告していただきます。
　来場の際には、事前にマイナポータルアプリをインストールするほか、
　①源泉徴収票などの申告書作成に必要な書類
　②�スマホおよびマイナンバーカードとマイナンバーカードの発行時に設定した次のパスワードも必
要です。

　　・署名用電子証明書（英数字6～ 16桁）
　　・利用者証明用電子証明書（数字４桁）　　が必要になりますので、ご準備をお願いします。

新型コロナウイルス感染症の感
染防止対策

・�入場の際に検温を行います。37.5度以上の発熱が認められる場
合は、入場をお断りさせていただきます。
・�ご来場の際は、マスクを必ず着用していただき、入口などでの手
指のアルコール消毒をご利用ください。
・来場される際は、できる限り少人数でお越しください。

期　間 場　所 予約方法など
令和５年�１/ ４～１/31
（土・日、祝日を除く）

大垣税務署内

電話による事前予約制です。
大垣税務署個人課税部門�☎0584-78-4104（直通）

令和５年�２/ １～２/15
（土・日曜日を除く）

入場整理券が必要です。
入場整理券は大垣税務署１階で当日配付します。
LINEアプリを使えば、事前にオンラインで入手する
ことが可能です。

※予約状況、入場整理券の配付状況に応じ、後日の来場をお願いすることがあります。
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●「税理士による無料税務相談所」を、次のとおり開設します。
　無料税務相談所での申告相談を希望される場合は、事前に相談日時の予約をお願いします。ご希望
の方は、大垣税務署個人課部門�☎0584-78-4104（直通）へお電話いただき、相談日時の予約をお
願いします。
　なお、予約状況によっては、ご希望の日時に予約をお取りできない場合がありますのでご了承ください。

※�相談対象者は、小規模事業者、給与所得者および年金受給者ですが、申告される内容、混雑状況によっ
ては、ご相談に応じることができない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
※イオンタウン大垣への電話によるお問い合わせはご遠慮ください。

期　間 開設時間 会　場
令和５年
２月３日(金) ～２月10日(金)

(土・日曜日を除く)
９時30分～正午
13時～ 16時

イオンタウン大垣
イースト棟２階コミュニティホール
(大垣市三塚町丹瀬463番地1)

●住宅借入金等特別控除に関する確定申告説明会
　当説明会に参加される場合は、事前に相談日時の予約をお願いします。ご希望の方は、大垣税務署
個人課税部門�☎0584-78-4104（直通）へお電話いただき、相談日時の予約をお願いします。
　なお、予約状況によっては、ご希望の日時に予約をお取りできない場合がありますのでご了承ください。

日　時 開設時間 会　場 対象者
令和５年

２月13日（月）
～

２月15日（水）
９時～ 17時

大垣市民会館
大垣市新田町
１丁目２番地

返済期間が10年以上の住宅ローンを利用して住宅
を取得した方や住宅の増改築をした方、または住
宅ローンを利用せず認定長期優良住宅等を取得し
た方（令和４年中に入居した方）

持ち物

土地・家屋の登記事項証明書、契約書等で取得金額の分かる書類の写し、住宅取得
資金に係る借入金の年末残高等証明書、住宅の取得に係る補助金額や贈与を受けた
金額が分かる書類、給与所得等の源泉徴収票、申告者名義の振込口座番号の分かる
書類、マイナンバーカードなど
※�認定長期優良住宅等を取得された方は加えて、長期優良住宅建築等計画の認定通知
書等の写し、および住宅用家屋証明書または認定長期優良住宅建築証明書等が必要
です。
※�住宅を増改築した方は、増改築等工事証明書等の別途必要な書類があります。詳
しくは大垣税務署へお尋ねください。

●公的年金を受給されている方を対象とした確定申告説明会
期　間 開設時間 会　場

令和５年
１月31日(火)～２月３日（金） ９時～ 17時 大垣税務署（大垣市丸の内２丁目30番地）

参加方法

　当説明会に参加される場合は、事前に相談日時の予約をお願いします。
　ご希望の方は、大垣税務署個人課税部門�☎0584-78-4104（直通）
へお電話いただき、相談日時の予約をお願いします。
　なお、予約状況によっては、ご希望の日時に予約をお取りできない
場合がありますのでご了承ください。

●申告・納付期限
申告所得税および復興特別所得税・贈与税の申告と納付の期限��…………… �令和５年３月15日（水）
消費税および地方消費税（個人事業者）の申告と納付の期限�� ……………… �令和５年３月31日（金）

●振替納付日
申告所得税および復興特別所得税� ……………………………………………… �令和５年４月24日（月）
消費税および地方消費税（個人事業者）� ………………………………………… �令和５年４月27日（木）



2023. 1  Public Information IBIGAWA 16

友
好
都
市

令和５年１月４日から　はなももバスの停留所を追加します

86-6
旧ながせ幼児園

56-2　白樫東

揖斐川 谷汲

87-2

電子申請はコチラから
インターネットを利用
できるパソコンやス
マートフォンなどから
アクセスしてください。

もっと便利に！揖斐川町電子申請サービス拡充
　パソコンやスマートフォンなどから、インターネットを利用して行政手続きなどができる電子申請サー
ビスの種類が令和５年１月４日から追加されます。
※書面による手続きも、これまでどおり役場窓口などで受け付けます。

【１月４日から電子申請が可能な手続き】※今後も随時追加していきます。
〇養老鉄道・樽見鉄道利用促進高校生通学定期券購入
　補助金交付申請書
〇税務証明交付申請書、家屋の滅失届出書
〇学校体育施設利用団体登録申請書、利用許可申請書
〇スポーツ・文化活動優秀者激励金等交付申請書、実績報告書
〇「かっぱの河太郎」デザイン使用承認申請書、使用報告書
〇後援等名義使用承認申請書、実施報告書　など

手続き一覧のURL（インターネット）
https://logoform.jp/pr/COvN0
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ち
に
し
て
い
る
こ
と
を
改
め
て
感
じ
ま
し

た
。
芽
室
町
で
常
に
揖
斐
川
町
の
食
材
が
手
に
入
る
仕
組
み
を

作
り
、
も
っ
と
多
く
の
方
に
揖
斐
川
町
の
魅
力
を
お
届
け
で
き

る
よ
う
に
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
！

 

（
芽
室
町
魅
力
創
造
課　

真
田
）

▼大盛況の揖斐川町ブース
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10
月
28
日
に
令
和
４
年
第
７
回
揖
斐
川
町

議
会
臨
時
会
が
開
催
さ
れ
、
予
算
案
件
１
議

案
が
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

予
算
案
件

○
令
和
４
年
度
揖
斐
川
町
一
般
会
計
補
正
予

算（
第
４
号
）

　

補
正
額�

　

２
億
円
増
額

　

補
正
後
予
算
額

　

１
４
５
億
８
７
４
０
万
円

議
会
活
動
報
告

10
月20

日　

第
９
回
議
会
運
営
委
員
会

20
日　

10
月
月
例
会

20
日　

第
７
回
議
会
改
革
推
進
特
別
委
員
会

28
日　

第
７
回
臨
時
会

28
日　

第
８
回
議
会
改
革
推
進
特
別
委
員
会

 

福
祉
の
お
仕
事
フ
ェ
ア
in
西
濃

西
濃
地
域
に
あ
る
福
祉
・
介
護
の
求
人
事

業
所
の
採
用
担
当
者
と
面
談
で
き
る
就
職
イ

ベ
ン
ト
を
開
催
し
ま
す
。

高
齢
・
障
害
・
児
童
分
野
の
採
用
情
報
や
、

福
祉
の
仕
事
や
資
格
に
つ
い
て
ご
相
談
い
た

だ
け
る
ブ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
参
加

く
だ
さ
い
。

■
日
時　
1
月
28
日（
土
）
13
時
～
16
時

■
場
所　
大
垣
市
情
報
工
房
ス
イ
ン
ク
ホ
ー
ル

○�

参
加
費
無
料
、
予
約
制（
当
日
予
約
可
）

　

服
装
自
由
、
履
歴
書
不
要

○
出
展
事
業
所
と
お
申
込
み
は
こ
ち
ら
か
ら

 【
お
問
い
合
せ
】

　

岐
阜
県
福
祉
人
材
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー

　

℡
０
５
８

－

２
７
６

－
２
５
１
０

 

快
適
な
生
活
環
境
の
た
め
に

�

下
水
道
接
続
を
！

 

令
和
５
年「
は
た
ち
の
献
血
」

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

　

キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ

「
き
っ
と
誰
か
が
、だ
っ
た
ら
私
が

は
た
ち
の
献
血
」

　

献
血
者
が
減
少
し
が
ち
な
冬
期
に
お
い
て

安
全
な
血
液
製
剤
を
安
定
的
に
確
保
す
る
た

め
、「
は
た
ち
」
の
若
者
を
中
心
と
し
て
広

く
県
民
各
層
に
献
血
に
関
す
る
理
解
と
協

力
を
求
め
る
と
と
も
に
、
特
に
成
分
献
血
、

４
０
０
ml
献
血
の
継
続
な
推
進
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
し
た「
は
た
ち
の
献
血
」
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

■
期
間

　

１
月
１
日（
日
）
～

　

２
月
28
日（
火
）

　

ま
で
の
２
か
月
間

 

町
営
住
宅
入
居
者
募
集

町
営
住
宅
の
入
居
者
を
次
の
と
お
り
募
集

し
ま
す
。

①
緑
ヶ
丘
住
宅　
２
戸

・
住　
　

所　

揖
斐
川
町
和
田
３
８
６
番
地

・
建
設
年
度　

昭
和
60
年
度

・
中
層
耐
火
構
造
３
階
建　

３
Ｄ
Ｋ

・
駐
車
場　

１
台

・
家　
　

賃　

１
６
，
２
０
０
円
～

・
そ
の
他　

�

浴
槽
、
風
呂
が
ま
は
入
居
者

の
持
ち
込
み
に
な
り
ま
す
。

②
北
方
奥
郷
住
宅　
１
戸

・
住　
　

所　

揖
斐
川
町
北
方
１
３
番
地

・
建
設
年
度　

平
成
18
年
度

・
耐
火
構
造
２
階
建　

３
Ｄ
Ｋ

・
駐
車
場　

１
台

・
家　
　

賃　

２
４
，
６
０
０
円
～

③
グ
リ
ー
ン
ハ
イ
ツ
長
瀬　
２
戸

・
住　
　

所　
揖
斐
川
町
谷
汲
長
瀬
９
２
９
番
地

・
建
設
年
度　

平
成
７
年
度

・
木
造
２
階
建　

３
Ｌ
Ｄ
Ｋ

・
駐
車
場　

２
台

・
家　
　

賃　

２
９
，
８
０
０
円
～

■
敷　
　
金　
家
賃
の
３
か
月
分

■
入
居
条
件

・�

現
在
同
居
、
ま
た
は
同
居
し
よ
う
と
す
る

親
族
（
婚
約
者
含
む
）
が
あ
る
こ
と
。

・�
市
町
村
民
税
お
よ
び
こ
れ
に
準
ず
る
納
付

金
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と
。

・�

家
賃
の
他
に
共
益
費（
下
水
の
使
用
料・共

用
部
分
の
電
気
料
な
ど
）が
必
要
で
す
。

・
所
得
条
件
あ
り

※
詳
し
く
は
窓
口
に
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
募
集
期
間　

　

１
月
４
日（
水
）
～
１
月
18
日（
水
）

　

※
土
日
祝
日
を
除
く

■
入
居
予
定
日　

　

２
月
下
旬
を
予
定

④ 

島
住
宅
お
よ
び
春
日
・
久
瀬
・
藤
橋
・
坂

内
地
域
内
の
各
町
営
住
宅
は
、
随
時
募
集

を
し
て
い
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、窓
口
に
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
お
問
い
合
せ
】

　

揖
斐
川
町
役
場
建
設
課

　

℡
２
２

－

２
１
１
１（
内
線
３
１
６
）

第
７
回
揖
斐
川
町
議
会
臨
時
会

議 

会 

だ 

よ 

り

有

料

広

告

欄
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快
適
な
生
活
環
境
の
た
め
に

�

下
水
道
接
続
を
！

 

「
西
濃
地
区
公
民
館
連
合
会
表
彰
」

受
賞

永
年
に
わ
た
り
公
民
館
活
動
に
尽
力
さ
れ

た
功
績
に
よ
り
、
揖
斐
川
町
か
ら
５
名
が
、

西
濃
地
区
公
民
館
連
合
会
表
彰
の
栄
に
浴
さ

れ
ま
し
た
。

受
賞
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

林　
　
　

貢
さ
ん（
北
方
公
民
館
館
長
）

窪
田　

博
昭
さ
ん（�

小
島
公
民
館
館
長
）

宮
川　
　

正
さ
ん（
𦙾
永
公
民
館
館
長
）

藤
原　

幸
晴
さ
ん（
春
日
公
民
館
館
長
）

中
川
み
ど
り
さ
ん（
藤
橋
公
民
館
主
事
）

▲上段左から
宮川さん・藤原さん・窪田さん
下段左から中川さん・林さん

 

公
民
館
活
動

北
方
公
民
館

《
城
山
元
旦
登
山
》

■
日
に
ち　

�

１
月
１
日（
日
）

■
集
合
時
間　
９
時
30
分�

■
集
合
場
所　
北
方
神
社

あ
た
た
か
い
善
意

◇
揖
斐
川
町
役
場
へ

　

11
月
10
日（
木
）、
揖
斐
川
町
野
球
連
盟
所

属
チ
ー
ム
サ
ム
ラ
イ
選
手
一
同
様
か
ら
社
会

福
祉
充
実
の
た
め
に
、
寄
附
金
２
万
円
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

揖
斐
川
歴
史
民
俗
資
料
館

「
寿
ぎ
展
」の
ご
案
内

　

揖
斐
川
歴
史
民
俗
資
料
館
で
は
、
新
年
に

ち
な
む
資
料
を
展
示
し
ま
す
。

　

お
誘
い
合
わ
せ
の
上
、
ぜ
ひ
ご
来
館
く
だ

さ
い
。

■
期　
間

　

１
月
５
日（
木
）
～
１
月
29
日（
日
）

■
会　
場

　

揖
斐
川
歴
史
民
俗
資
料
館　

第
一
展
示
室

■
料　
金

　

高
校
生
以
上
１
１
０
円
・
小
中
学
生
50
円

■
休
館
日

　

毎
週
月
曜
日
・
１
月
10
日（
火
）

【
お
問
い
合
せ
】

　

揖
斐
川
歴
史
民
俗
資
料
館

　

℡
２
２

－

５
３
７
３

高
校
、
大
学
な
ど
へ
の
入
学
時
・
在
学
中

に
か
か
る
費
用
を
対
象
と
し
た
公
的
な
融
資

制
度
で
す
。

■
融
資
額

　

お
子
さ
ん
１
人
あ
た
り
３
５
０
万
円
以
内

■
金　
　
利　
年
１
．
９
５
％

　

※
母
子
家
庭
の
方
な
ど
は
年
１
．
５
５
％

　
（
令
和
４
年
11
月
１
日
現
在
）

■
返
済
期
間　
18
年
以
内

■
使
い
み
ち

　

入
学
金
、授
業
料
、教
科
書
代
、家
賃
な
ど

■
返
済
方
法

　

毎
月
元
利
均
な
ど
返
済

　
（
ボ
ー
ナ
ス
時
増
額
返
済
も
可
能
）

■
保　
　
証

　
（
公
財
）
教
育
資
金
融
資
保
証
基
金

　
（
連
帯
保
証
人
に
よ
る
保
証
も
可
能
）

【
お
問
い
合
せ
】

　

教
育
ロ
ー
ン
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　

℡
０
５
７
０

－

０
０
８
６
５
６

 

快
適
な
生
活
環
境
の
た
め
に

�

下
水
道
接
続
を
！

 

消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

１
８
８
に
つ
い
て

消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
１
８
８（
局
番
な

し
）
は
、
お
近
く
の
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
な

ど
の
消
費
生
活
相
談
窓
口
を
ご
案
内
す
る
こ

と
に
よ
り
、
消
費
生
活
相
談
の
最
初
の
一
歩

を
お
手
伝
い
す
る
も
の
で
す
。

「
悪
質
商
法
な
ど
に
よ
る
被
害
に
あ
っ
た
」

「
あ
る
製
品
を
使
っ
て
け
が
を
し
て
し
ま
っ

た
」「
お
試
し
購
入
の
は
ず
が
定
期
購
入
契

約
に
な
っ
て
い
た
」
な
ど
の
消
費
者
ト
ラ
ブ

ル
で
困
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？

ま
た
、「「
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
が
接
種

で
き
る
。
後
日
全
額
返
金
さ
れ
る
の
で
10
万

円
を
振
り
込
む
よ
う
に
」
と
の
不
審
な
電
話

が
か
か
っ
て
き
た
」
な
ど
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
に
関
連
し
た
ト
ラ
ブ
ル
や
、「
豪
雨

で
雨
漏
り
し
修
理
し
て
も
ら
っ
た
が
さ
ら
に

ひ
ど
く
な
っ
た
」
な
ど
の
災
害
に
関
す
る
ト

ラ
ブ
ル
で
困
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？

そ
ん
な
と
き
は
一
人
で
悩
ま
ず
に
、
全
国

ど
こ
か
ら
で
も
３
桁
の
電
話
番
号
で
つ
な
が

る
消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン「
１
８
８（
い
や

や
！
）」
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
専
門
の
相

談
員
が
ト
ラ
ブ
ル
解
決
を
支
援
し
ま
す
。

消費者庁
消費者ホットライン１８８
イメージキャラクター
「イヤヤン」

　

大
切
な
の
は
、
す
ぐ
に
相
談
す
る
こ
と
で

す
。
困
っ
た
と
き
は
、
一
人
で
抱
え
込
ま
な

い
で「
消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン「
い
や
や
」（
局

番
な
し
の
１
８
８
）」
ま
で
お
電
話
を
。

�
お
子
さ
ん
の
教
育
資
金
を
「
国
の

教
育
ロ
ー
ン
」（
日
本
政
策
金
融
公

庫
）が
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す

▲野原櫻州「七福神」
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有

料

広

告

欄

 

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
お
知
ら
せ

■
お
仕
事
の
受
付

自
分
で
は
無
理
だ
が
プ
ロ
に
頼
む
ま
で
も

な
い
仕
事
な
ど
、
お
困
り
の
時
に
は
ま
ず
は

お
電
話
に
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
お
見
積
り

は
無
料
で
す
。

派
遣
事
業
も
行
っ
て
お
り
ま
す
。
会
社
で

短
期
間
・
短
時
間
だ
け
人
手
が
ほ
し
い
と
い

う
事
業
主
様
も
、
是
非
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

（
仕
事
例
）

＊
草
刈
り
・
草
取
り

＊
襖
・
障
子
・
網
戸
張
り

＊
資
源
ゴ
ミ
な
ど
の
分
別

＊
病
院
な
ど
の
付
き
添
い　
　

＊�

家
事
援
助（
洗
濯
、
掃
除
、
窓
拭
き
、
食

事
作
り
、
買
い
物
、
片
付
け
な
ど
）　

＊
軽
作
業

＊
社
内
清
掃　

そ
の
他
の
仕
事
も
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

■
会
員
募
集

２
月
中
旬
か
ら
３
月
上
旬
に
か
け
て「
令

和
５
年
度
事
業
及
び
入
会
説
明
会
」
を
町
内

各
地
区
で
開
催
し
ま
す
。
以
下
の
条
件
を
満

小
こ

寺
でら

美
み

眞
し

子
こ

 さん
95歳（坂内坂本）

杉
すぎ

山
やま

たまゑ さん
95歳（長良）

寿
長
ご

さ
ん

11
月
の

大
おお

岩
いわ

操
みさお

 さん
100歳（上野）

髙
たか

松
まつ

正
まさ

夫
お

 さん
95歳（小島）

窪
くぼ

田
た

かず子
こ

 さん
95歳（和田）

こ
の
度
、
次
の
方
が
長
寿
者
褒
賞
を
受

け
ら
れ
、長
寿
の
お
祝
い
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

皆
さ
ん
、
こ
れ
か
ら
も
お
元
気
で
長
生
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。

た
す
方
は
入
会
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の

で
、
お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。
説
明
会

の
詳
細
は
、
広
報
い
び
が
わ
２
月
号
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

・�

揖
斐
川
町
内
に
お
住
ま
い
の
、
60
歳
以
上

で
健
康
で
働
く
意
欲
の
あ
る
方
。

・�

セ
ン
タ
ー
が
実
施
す
る
説
明
会
を
受
け
、

そ
の
趣
旨
に
賛
同
い
た
だ
け
る
方
。

・�

所
定
の
入
会
申
込
書
を
提
出
し
、
会
費
を

納
入
さ
れ
た
方
。

【
お
問
い
合
せ
】

　
（
公
社
）揖
斐
川
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

℡
２
３
‒
０
９
０
７

 

揖
斐
警
察
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

警
察
で
は
、
テ
ロ（
※
）
な
ど
不
法
行
為
の

防
止
に
向
け
て
警
戒
を
強
化
し
て
い
ま
す
が
、

警
察
の
取
組
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
く
、
地

域
の
皆
さ
ま
と
連
携
し
た
対
策
が
必
要
で
す
。

身
の
回
り
で
、
不
審
者
・
不
審
物
を
見
か

け
た
時
は
す
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誰
の
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か
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不
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・�
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や
椅
子
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下
に
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よ
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に
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置
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れ
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な
ど
・
・
・

※
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ロ
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ム
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何
ら
か
の
政
治
的
な
目
的
を
達
成
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る
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め
に
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に
よ
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る
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と
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０
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男女共同参画ってなんだっけ？ アンコンシャス・
� バイアス

№15

アンコンシャス・バイアス（unconscious bias）をご存じでしょうか。これは、日本語で「無意識の偏った
モノの見方」のことです。他にも、「無意識の思い込み」「無意識の偏見」「無意識バイアス」などと表現
されることもあります。

日本で男女共同参画の取組が進展していない要因の一つとして、社会全体において固定的な性別役割
分担意識や無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）が存在していることが挙げられます。そこ
で今回は、男女間におけるアンコンシャス・バイアスを中心に紹介します。

■アンコンシャス・バイアスって具体的にはどんなこと？例えば…
・性別で、任せる仕事や役割を決めていることがある
・「赤いランドセル」と聞いて、女の子を連想する
■アンコンシャス・バイアスは悪いこと？

アンコンシャス・バイアスは誰にでもあって、過去の経験や見聞きしたことに影響を受けて自然に培わ
れていくため、それ自体に良し悪しはありません。しかし、バイアスに気づかずに生まれた言動が、知ら
ないうちに相手を傷つけたり、自分の可能性を狭めたりすることがあるため、注意が必要です。
■アンコンシャス・バイアスは解消できる？

バイアスから生まれる言動には、「普通そうだ」「こうあるべきだ」といった決めつけや押しつけが挙げ
られます。自分のそうした言動に気づけるよう意識し、相手を尊重する心の姿勢を持ちましょう。

アンコンシャス・バイアスへの気づきは、多様性を認め合う社会の実現に向けての第一歩です。男だから・
女だからといった固定的な性別役割分担意識や偏見を解消し、アンコンシャス・バイアスによる悪影響が
生じないよう、ひとりひとり、その時々と向き合ってみてください。

お問い合せ：政策広報課
　　　　　　℡22-2111

記載の内容は、内閣府男女共同参画局ホームページ
https://www.gender.go.jp/public/kyodosankaku/2021/202105/202105_02.html をもとに作成しました。

家族で
読んでね
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デジタル庁への「ご意見・ご要望」に寄せられたマイナンバーカードと
健康保険証との一体化に関する質問・疑問について回答します。

健康保険証との一体化に関するご質問について

 Q1 　マイナンバーカードと健康保険証を一体化し、紙の健康保険証を2024年秋めどに廃
止すると聞きました。マイナンバーカードの取得は任意だと思っていましたが、必ず作らな
ければいけないのでしょうか。施設に入所している高齢者などマイナンバーカードを取得で
きない者は保険診療を受けることができなくなるのですか。

 A1 　マイナンバーカードは、国民の申請に基づき交付されるものであり、この点を変更す
るものではありません。また、今までと変わりなく保険診療を受けることができます。
　従来の保険証ではなく、マイナンバーカード１枚で受診していただくことで、これまでで
きなかった、診療記録などをその場で引き出すことができるようになり、データに基づいた
より良い医療を受けられるようになります。
　このため、デジタル庁・総務省中心に、全力をあげて、施設に入所している方も含め、す
べての方々がマイナンバーカードを持ちうるように努めてまいります。
　なお、紛失など例外的な事情により、手元にマイナンバーカードがない方々が保険診療
等を受ける際の手続については、今後、関係府省と、別途検討を進めてまいります。

 Q2 　マイナンバーカードと健康保険証を一体化し、紙の健康保険証を2024年秋めどに廃
止すると聞きました。マイナンバーカードを健康保険証として使える医療機関も少なく、従
来の健康保険証よりも診療報酬が高くなると聞きましたが本当ですか。

 A2 　現在、保険証利用に必要な顔認証付きカードリーダー等（オンライン資格確認等シス
テム）の設置が進んでおり、2023年４月からは、全ての医療機関・薬局において、マイナ
ンバーカード保険証を利用して受診ができるようになります。
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　なお、マイナンバーカード保険証を利用した際の自己負担額は、2022年10月より改定さ
れています。医療機関で、マイナンバーカードを保険証利用した場合は初診料６円、従来
の保険証で受診した場合等は初診料12円の負担となり、マイナンバーカード保険証を利用
した方の費用負担が余計にかかるということはなくなりました。

 Q3 　マイナンバーカードと健康保険証一体化後、マイナンバーカードを落としたり無くし
たりした場合、再発行までは保険証が使えないのですか。

 A3 　紛失等により速やかにマイナンバーカードを再発行する必要がある場合において、現
在お受け取りいただくまでに１～２か月かかっている期間を、大幅に短縮してまいります。
このような場合に、市町村の窓口で申請をすれば、長くても10日間程度でカードを取得す
ることが出来るように検討を進めてまいりますので、しばらくお待ちください。
　それでもなお、マイナンバーカードの再交付が終了するまでの間など、例外的な事情に
より手元にマイナンバーカードがない状態で保険診療等を受ける必要がある場合の手順に
ついては、今後、関係府省と連携しながら、丁寧に対応してまいります。

 Q4 　マイナンバーカードは、当初「他人に見せないようにし、大切に保管しましょう」と
聞いた気がします。カードを使った便利なサービスがあると聞いていますが、持ち歩いても
いいものなのですか。

 A4 　今後、マイナンバーカードを利用する便利なサービスが増えていきます。マイナンバー
カードは、持ち歩いて使ってください。
　持ち歩く時に気を付けていただく点は、銀行のキャッシュカードやクレジットカードなど
と同じです。万が一落としたり無くしたりした場合は、24時間365日フリーダイヤル

（ 0120-95-0178 ）で受け付けておりますので、利用を一時停止してください。
　なお、落としたカードの方も、パスワードを知らなければ何も使えませんし、ＩＣチップ
の中を無理やり読み込もうとすればチップが自動的に壊れる仕組みとなっておりますので、
悪用することもできません。ご安心ください。

 Q5 　マイナンバーを人に見られても大丈夫なのですか。

 A5 　大丈夫です。マイナンバーだけ、あるいは名前とマイナンバーだけでは情報を引き出
したり、悪用したりすることはできません。 マイナンバーを使う手続きでは、顔写真で本
人確認することが義務化されています。 オンラインで利用する時にも、ＩＣチップに入っ
ている電子証明書を利用するので、マイナンバーは使われません。

 Q6 　マイナンバーカードを落とすと、ＩＣチップに入っている税や年金、医療などのさま
ざまな情報が流出するので怖いです。

 A6 　マイナンバーカードのＩＣチップには、そもそも、税や年金、医療などに関する情報
は記録されていません。
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マイナンバーに関するお問い合せ

 ０１２０-９５-０１７８
※�マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、
24時間365日受け付けます。

音声ガイダンスに従って、
お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。

1番：マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カード
2 番：マイナンバーカードの紛失・盗難
3 番：マイナンバー制度・法人番号
4 番：マイナポータル
5 番：マイナポイント第 2 弾
6 番：公金受取口座登録制度

平　日：9：30 ～ 20：00　土日祝：9：30 ～ 17：30（※）
※�1番・5 番については年末年始を含む平日・土日祝ともに 9：30 ～ 20：00
　� （期間：～令和 5 年 3月）

　マイナンバーカードのＩＣチップに記録されているのは、券面に記載されている氏名・住
所・生年月日・性別の四情報と顔写真、マイナンバー、それに、電子証明書と住民票コード
です。
　落としたマイナンバーカードを取得した人がいても、ご本人以外は、税や年金、医療など
の個人情報を引き出すことはできませんし、ＩＣチップから不正に情報を読み出そうとする
と、ＩＣチップが壊れて、読み出せなくなる仕組みとなっていますので、ご安心ください。

 Q7 　マイナンバーカードから、マイナンバーに紐付けられた自分の個人情報が流れ出るこ
とはないのですか。

 A7 　マイナンバーを利用して個人情報を見ることができるのは、それぞれの手続きを行う
行政職員しかおりませんのでご安心ください。
　ちなみに、行政職員であっても、見ることができるのは自分の担当する業務に関する個人
情報のみで、当該業務に関係のない情報は、行政職員であっても見ることができない仕組
みとなっています。
　業務上の必要があって、行政機関間であなたの情報のやり取りがあった場合には、マイナ
ポータルのあなたのサイトから、そのやり取りの内容を全て確認できますのでご安心ください。

デジタル庁 HP
「よくある質問：健康保険証との一体化に関する質問について」
（https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/faq-insurance-card/）

令和４年 11 月（デジタル庁作成）

内容は随時、追加していきます。


